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は
じ
め
に

　
『
古
事
記
』
に
「
木
俣
」
と
い
う
境
界
が
語
ら
れ
て
い
る
。
八
十
神
に

追
わ
れ
た
大
穴
牟
遅
神
が
、
根
之
堅
洲
国
へ
逃
れ
る
際
に
通
っ
た
も
の

だ
。
八
上
比
売
に
求
婚
を
断
ら
れ
た
八
十
神
は
、
選
ば
れ
た
大
穴
牟
遅
神

に
嫉
妬
し
、
迫
害
す
る
。
大
穴
牟
遅
神
は
兄
神
の
計
略
に
か
か
り
、
伯
伎

国
と
出
雲
国
の
境
の
山
で
、
燃
え
る
大
岩
に
焼
か
れ
る
、
二
つ
に
割
い
た

大
樹
に
挟
ま
れ
る
、
と
二
度
の
死
を
経
験
す
る
。

爾
に
亦
、
其
の
御
祖
の
命
、
哭
き
つ
つ
求
げ
ば
、
得
見
て
、
即
ち
其

の
木
を
折
き
て
取
り
出
で
活
か
し
て
、
其
の
子
に
告
げ
て
言
ひ
し

く
、「
汝
此
間
に
有
ら
ば
、
遂
に
八
十
神
の
爲
に
滅
さ
え
む
。」
と
い

ひ
て
、
乃
ち
木
國
の
大
屋
毘
古
神
の
御
所
に
違
へ
遣
り
き
。
爾
に
八

十
神
、
覓
ぎ
追
ひ
臻
り
て
、
矢
刺
し
乞
ふ
時
に
、
木
の
俣
よ
り
漏
き

逃
が
し
て
云
り
た
ま
ひ
し
く
、「
須
佐
能
男
命
の
坐
し
ま
す
根
の
堅

州
國
に
參
向
か
ふ
べ
し
。
必
ず
其
の
大
神
、
議
り
た
ま
ひ
な
む
。」

と
の
り
た
ま
ひ注
１き

。

　

蘇
生
し
た
大
穴
牟
遅
神
は
大
屋
毘
古
神
の
計
ら
い
で
、
根
之
堅
洲
国
へ

逃
れ
、
試
練
を
受
け
て
そ
の
地
の
権
威
を
手
に
す
る
。
異
界
訪
問
は
こ
の

神
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
が
、
異
界
へ
の
入
り
口
で
あ
る
「
木
俣
」
が
、

ど
う
い
う
も
の
か
が
解
か
ら
な
い
。
大
穴
牟
遅
神
の
二
度
目
の
死
の
場
も

「
木
俣
」
で
あ
る
し
、
帰
還
後
、
八
上
比
売
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
の
名

は
木
俣
神
と
い
い
、
大
穴
牟
遅
神
と
「
木
俣
」
に
は
深
い
縁
が
あ
る
の

だ
。

　

本
研
究
で
は
、
ま
ず
上
代
文
献
の
「
木
俣
」「
手
俣
」「
衢
」
を
見
て
い

く
こ
と
で
、
古
代
の
「
俣
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
理
解
し
た
い
。
加
え

て
、「
木
俣
」
が
関
わ
る
祭
祀
・
信
仰
・
儀
礼
・
習
俗
・
民
具
に
つ
い
て

調
べ
て
い
く
。
文
学
の
見
地
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
民
俗
学
の
見
地
か
ら

も
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
で
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
資
料
か
ら
、
古
代
の

人
々
に
と
っ
て
の
「
木
俣
」
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
大
穴
牟
遅
神
に
と
っ
て
の
「
木
俣
」
が
何
だ
っ
た
の
か
を

明
ら
か
に
し
、
大
穴
牟
遅
神
が
「
木
俣
」
を
通
り
、
根
之
堅
洲
国
へ
と
向

か
う
そ
の
情
景
を
想
像
し
て
見
た
い
。
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木
俣
と
い
う
境
界

　

大
穴
牟
遅
神
は
「
木
の
俣
よ
り
漏
き
逃
が
」
さ
れ
て
、
地
上
世
界
か
ら

根
之
堅
洲
国
へ
と
向
か
っ
た
が
、
こ
の
「
木
俣
」
は
ど
ん
な
形
状
で
、
そ

の
様
子
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
先
行
研
究
で
は
ど
の
よ
う
に
解
釈

さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
『
古
事
記
伝
』
に
は
、「
こ
は
暫
大
樹
の
下
に
隠
居
て
、
其
木
の
俣
よ
り

抜
出
て
、
竊
に
遁
去
た
ま
ふ
な
り注
２」

と
あ
り
、「
木
俣
」
は
境
界
と
い
う

よ
り
も
一
時
的
な
隠
れ
場
所
と
さ
れ
て
い
る
。

　

西
郷
信
綱
の
『
古
事
記
注
釈
』
で
は
、
次
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。

根
の
国
は
、
い
わ
ば
大
地
の
胎
で
あ
る
。
そ
の
根
の
国
に
木
の
股
か

ら
逃
げ
て
入
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
木
の
股
は
女
陰
を
暗
示
し
て

い
る
と
見
れ
な
く
も
な
い
。
修
験
道
で
は
、
入
峰
に
さ
い
し
俣
木
さ

ば
き
と
い
う
儀
礼
が
行
わ
れ
る
（
戸
川
安
章
『
修
験
道
と
民
俗
』
参

照
）。
そ
れ
は
二
根
交
会
を
象
徴
す
る
も
の
で
、
趣
は
お
の
ず
と
異

な
る
が
、
木
の
股
か
ら
漏
き
逃
が
し
て
大
地
の
胎
内
に
送
ろ
う
と
し

た
話
を
読
ん
で
、
か
か
る
連
想
が
働
く
の
を
禁
じ
え
な注
３い

。

　

ま
た
、『
古
代
人
と
死
』
に
は
「
根
の
国
の
根
を
木
の
根
に
か
け
、
木

（
紀
）
の
国
か
ら
訪
れ
た
と
語
っ
た注
４」

と
あ
る
。
勝
俣
隆
氏
は
、
木
俣
を

「
異
郷
へ
の
狭
い
入
口
」
と
し
て
、
大
穴
牟
遅
神
は
大
屋
毘
古
神
（
あ
る

い
は
祖
親
の
命
）
の
指
示
に
従
い
、「
木
国
に
生
え
て
い
る
木
の
俣
（
根

元
が
二
股
に
分
か
れ
た
隙
間
）
に
く
ぐ
っ
て
入
り
、
そ
こ
か
ら
地
中
の
根

国
へ
と
続
く
穴
を
進
ん
で
、
地
下
の
根
国
へ
と
到
達注
５」

し
た
と
指
摘
し
、

狩
野
敏
次
氏
も
、「
根
の
国
は
大
地
の
底
に
想
定
さ
れ
た
異
界
で
あ
る
か

ら
、
木
の
股
が
大
地
の
入
り
口
で
あ
り
、
根
の
国
に
通
じ
て
い
る注
６」

と
い

う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

　

本
居
宣
長
は
「
木
俣
」
を
異
界
へ
の
入
り
口
と
は
見
て
い
な
い
。
他
の

先
行
研
究
で
は
、
は
っ
き
り
明
言
し
て
い
な
い
論
も
あ
る
が
、「
木
俣
」

を
大
樹
の
根
元
が
二
俣
に
岐
れ
た
も
の
と
想
定
し
、
大
穴
牟
遅
神
は
洞
の

よ
う
な
入
り
口
か
ら
地
下
世
界
へ
入
っ
た
と
見
て
い
る
よ
う
だ
。

　

は
た
し
て
そ
う
な
の
か
。「
木
俣
」
が
根
之
堅
洲
国
の
境
界
と
さ
れ
た

の
は
、
そ
の
形
状
か
ら
セ
ク
シ
ャ
ル
な
も
の
に
見
立
て
る
こ
と
で
境
界
性

を
見
出
す
た
め
で
も
、「
木
」
か
ら
「
根
」
と
い
う
連
想
を
期
待
し
て
の

言
葉
の
工
夫
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
で
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
に
根
之
堅
洲
国
が
地
下
世
界
と
は
限
ら
な
い
。
書
記
や
『
延
喜

式
』
に
地
下
世
界
と
思
わ
れ
る
根
国
が
登
場
し
て
も
、
古
事
記
の
根
之
堅

洲
国
と
同
一
世
界
と
決
め
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
。『
古
事
記
』
の
大

穴
牟
遅
神
が
訪
れ
た
国
は
、
地
下
世
界
と
は
思
え
な
い
の
だ
。「
根
」
は

「
物
事
の
根
源注
７」
を
意
味
す
る
。
容
易
く
は
見
え
ず
、
潜
ん
で
い
る
物
事

の
根
源
が
生
み
出
さ
れ
る
世
界
。
多
く
の
研
究
者
が
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
の

「
ニ
」
と
根
国
の
「
ネ
」
が
語
源
的
に
近
接
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

海
の
彼
方
の
国
、
水
平
的
な
異
郷
の
地
、
は
る
か
果
て
に
あ
る
堅
い
州
の

国
を
意
味
す注
８る

と
い
っ
た
論
も
あ
る
。
確
か
に
、
あ
る
時
代
か
ら
根
国
は

地
下
と
い
う
認
識
が
定
着
し
た
が
、
大
穴
牟
遅
神
の
根
之
堅
洲
国
訪
問
譚

が
作
ら
れ
た
当
時
は
、
地
下
世
界
を
想
定
し
て
い
な
い
可
能
性
も
大
い
に

あ
る
の
だ
。
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第
二
節　

木
俣
・
手
俣
・
衢

　
「
木
俣
」
と
は
Y
字
形
の
樹
形
を
指
す
。
民
俗
学
の
視
点
か
ら
は
特
に

そ
の
印
象
が
強
い
が
、
西
宮
一
臣
氏
は
「
木
俣
」（
股
木
）
は
神
木
で
あ

り
、
Y
字
形
、
も
し
く
は
逆
Y
字
形
も
指
す
と
い注
９う

。
ま
た
、「
幹
の
中

間
か
ら
二
つ
に
枝
分
か
れ
し
た
樹
木
、
ま
た
幹
の
下
方
が
二
つ
に
分
か
れ

て
い
る
も
の
を
神
の
座
注1
注

」
と
し
、
聖
視
す
る
民
俗
・
信
仰
は
国
内
に
広
く

分
布
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

上
代
文
献
に
あ
る
神
の
依
代
・
座
と
し
て
の
「
木
俣
」
を
取
り
上
げ
よ

う
。『
常
陸
国
風
土
記
』
久
慈
郡
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
注注
注る

。

東
の
大
き
山
を
賀
毗
礼
の
高
峰
と
謂
ふ
。
即
ち
天
つ
神
有
す
。
名
を

立
速
男
命
と
称
ふ
。
一
名
は
速
経
和
気
命
な
り
。
本
、
天
よ
り
降
り

て
、
即
ち
松
沢
の
松
の
樹
の
八
俣
の
上
に
坐
し
き
。
神
の
祟
、
甚
だ

巌
し
く
、
人
あ
り
、
向
き
て
大
小
便
を
行
る
時
は
、
災
を
示
し
、
疾

苦
を
致
さ
し
め
け
れ
ば
、
近
く
側
に
居
む
人
、
每
に
甚
く
辛
苦
み

て
、
狀
を
具
べ
て
朝
に
請
ひ
ま
を
し
き
。

　

立
速
男
命
は
他
書
に
は
見
え
な
い
、
勢
い
の
荒
々
し
い
男
の
神
で
あ

る
。
人
々
は
災
厄
や
病
苦
の
度
に
こ
の
神
の
祟
り
と
し
て
恐
れ
た
と
い

う
。
こ
の
神
は
、
天
よ
り
降
り
、
松
の
枝
の
八
俣
に
鎮
座
し
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
幹
の
上
方
で
股
状
に
な
っ
た
樹
で
あ
ろ
う
。
古
代
、
神
に
は
一
年

の
定
時
や
必
要
に
応
じ
て
、
神
の
世
界
か
ら
こ
ち
ら
側
へ
降
り
て
き
て
も

ら
っ
た
。
神
が
好
む
の
は
常
緑
の
大
樹
、
中
で
も
そ
の
枝
ぶ
り
に
特
徴
を

持
つ
二
俣
・
三
俣
の
木
が
多
い
よ
う
注1
注だ

。
三
俣
の
木
が
山
の
神
の
喜
ば
れ

る
形
と
さ
れ
、「
三
本
股
の
よ
く
育
っ
た
木
は
山
の
神
の
御
幣
で
あ
る
か

ら
伐
ら
れ
な
い
注1
注

」、「
三
つ
又
に
な
っ
た
樹
は
、
山
の
神
が
坐
っ
て
居
ら
れ

る
と
い
っ
て
と
ら
な
い
注1
注

」
と
信
じ
ら
れ
注1
注た

。

　

神
で
は
な
い
が
、『
古
事
記
』
垂
仁
天
皇
の
段
に
よ
れ
ば
、
成
人
し
て

も
口
を
利
か
な
い
本
牟
智
和
気
を
二
俣
椙
の
小
舟
に
乗
せ
て
遊
ば
せ
た
と

い
う
が
、
こ
れ
は
、
二
俣
の
神
聖
な
船
に
乗
せ
る
こ
と
で
弱
っ
て
い
た
生

命
力
を
活
性
化
さ
せ
る
呪
術
的
儀
礼
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
木
俣
」
の
霊

力
を
認
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
書
紀
の
履
中
天
皇
三
年
十
一
月
条
に

も
両
枝
船
を
磐
余
の
市
磯
池
に
浮
か
べ
た
、
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

　

時
代
は
下
る
が
、
高
山
寺
所
蔵
の
国
宝
「
明
恵
上
人
像
（
明
恵
上
人
樹

上
坐
禅
像
）」
が
あ
る
。
黒
衣
・
黒
袈
裟
を
着
け
た
明
恵
上
人
が
、
岩
肌

に
根
を
下
ろ
し
た
三
俣
の
松
樹
の
根
元
に
趺
坐
し
て
、
瞑
想
に
ふ
け
る
姿

を
描
い
た
作
品
だ
。
こ
の
松
は
「
文
殊
大
聖
影
降
」
の
依
代
で
あ
り
、
瞑

想
中
の
明
恵
の
内
的
世
界
で
文
殊
菩
薩
が
示
現
し
た
と
い
う
紀
州
白
上
峰

で
の
明
恵
の
宗
教
体
験
を
描
い
た
作
品
と
も
さ
注1
注れ

、
聖
所
と
さ
れ
た
こ
と

が
窺
え
る
。

　
「
木
」
俣
で
は
な
い
が
、
手
俣
・
衢
も
重
要
だ
。「
木
俣
よ
り
漏
き
逃
が

す
」
と
同
様
の
表
現
が
、
古
事
記
上
巻
、
伊
耶
那
伎
に
よ
る
迦
具
土
神
殺

害
後
の
諸
々
の
神
が
化
成
す
る
中
に
見
ら
れ
る
。

次
に
御
刀
の
手
上
に
集
ま
れ
る
血
、
手
俣
よ
り
漏
き
出
で
て
成
れ
る

神
の
名
は
、
闇
淤
加
美
神
。
次
に
闇
御
津
羽
神
。

　

手
俣
─
手
指
の
俣
を
通
っ
て
闇
淤
加
美
神
・
闇
御
津
羽
神
と
い
う
新
し

い
神
が
生
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
少
名
毗
古
那
は
神
産
巣
日
御
祖
命
の

「
手
俣
よ
り
く
き
し
子
」、
つ
ま
り
「
手
俣
」
か
ら
零
れ
落
ち
た
神
だ
。
完

熟
し
た
穀
物
の
よ
う
に
手
指
の
間
か
ら
漏
れ
落
ち
た
り
弾
け
た
り
す
る
よ

う
な
極
め
て
小
さ
い
神
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
注1
注る

と
も
取
れ
る
が
、
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こ
の
神
は
、
神
産
巣
日
御
祖
命
の
手
俣
か
ら
漏
き
出
て
、
葦
原
中
国
と
い

う
異
郷
へ
と
や
っ
て
き
て
い
る
。「
手
俣
」
は
神
が
顕
現
し
た
り
、
宿
る

場
所
で
あ
り
、
異
郷
へ
と
や
っ
て
く
る
た
め
通
過
す
る
場
と
考
え
ら
れ

る
。

　

道
俣
─
衢
も
、「
古
代
で
は
境
と
い
う
観
念
に
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
注1
注

」

場
で
あ
る
。
既
に
優
れ
た
論
文
が
多
く
あ
る
境
界
と
し
て
の
衢
に
つ
い

て
、
今
更
述
べ
る
と
こ
ろ
な
ど
な
い
が
、
本
稿
に
お
い
て
必
要
な
部
分
を

簡
単
に
確
認
し
た
い
。
衢
と
は
道
が
分
岐
す
る
場
所
を
指
す
語
で
あ
り
、

そ
う
い
う
場
所
は
交
通
の
要
衝
と
し
て
大
勢
の
人
や
言
葉
が
往
来
し
、
市

が
立
ち
、
そ
こ
を
中
心
に
町
が
で
き
た
。『
万
葉
集
注1
注
』
か
ら
「
衢
」
を
詠

み
込
ん
だ
歌
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

言
霊
の　

八
十
の
街
に　

夕
占
問
ふ　

占
ま
さ
に
告
る　

妹
は
相
寄

ら
む 

（
巻
一
一　

二
五
〇
六
）

　

夕
方
に
行
き
交
う
人
々
の
言
葉
で
吉
凶
を
占
う
夕
占
が
、
衢
で
は
行
わ

れ
て
い
た
。
ま
た
、
歌
垣
の
舞
台
と
も
な
っ
た
。

紫
は　

灰
さ
す
も
の
ぞ　

海
石
榴
市
の　

八
十
の
街
に　

逢
へ
る
子

や
誰
れ
（
巻
十
二　

三
一
〇
一
）

　

こ
の
歌
か
ら
、
海
石
榴
市
の
八
十
の
街
が
共
同
体
と
外
部
と
が
交
わ
る

場
・
交
通
の
場
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
衢
は
外
部
と
の
交
通

だ
け
で
は
な
く
、
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
界
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
推
古

紀
二
十
年
二
月
の
条
に
よ
れ
ば
、
軽
の
衢
で
は
誅
と
い
う
死
者
に
哀
悼
の

詞
を
語
り
か
け
る
葬
送
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
万
葉
集
巻
二
の

二
〇
七
番
歌
は
、
柿
本
人
麻
呂
が
、
軽
の
市
（
藤
原
京
西
南
方
、
軽
の
衢

に
発
達
し
た
市
）
の
雑
踏
に
妻
の
影
を
探
し
、
偲
び
詠
ん
だ
も
の
で
あ

る
。
衢
で
は
死
者
と
生
者
の
交
通
も
計
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ11注
。

　
『
日
本
霊
異
記
1注
注

』
に
は
上
巻
第
一
「
雷
を
捉
ふ
る
事
」
で
は
、
ス
ガ
ル

が
「
軽
の
諸
越
の
衢
」
で
雷
神
を
召
還
し
て
い
る
。
下
巻
第
二
十
二
で
は

「
そ
の
宮
に
王
有
り
。
椅
の
本
に
三
つ
の
衢
有
り
。」
と
い
う
記
述
が
見
ら

れ
、
第
二
十
三
に
は
「
衢
の
中
に
王
有
り
。」
と
閻
魔
王
の
存
在
が
語
ら

れ
て
い
る
。『
今
昔
物
語
』
の
類
話
で
は
、
衢
で
逢
う
の
は
閻
魔
王
の
使

い
と
な
っ
て
い
る
。
景
行
紀
四
十
年
七
月
の
条
に
は
「
亦
山
に
邪
し
き
神

有
り
。
郊
に
姦
し
き
鬼
有
り
。
衢
に
遮
り
径
を
塞
ぐ
。
多
に
人
を
苦
び
し

む
」
と
あ
り
、
鬼
の
棲
み
か
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。

　

ま
た
、
高
天
原
と
葦
原
中
国
の
境
界
に
も
「
衢
」
が
存
在
す
る
。
記
紀

神
話
に
お
け
る
邇
邇
芸
命
降
臨
の
場
面
で
あ
る
。

日
本
書
紀　

神
代
下
九
段

一
の
神
有
り
て
、
天
八
衢
に
居
り
。
其
の
鼻
の
長
さ
七
咫
、
背
の
長

さ
七
尺
余
り
。
当
に
七
尋
と
言
ふ
べ
し
。
且
口
尻
明
り
耀
れ
り
。
眼

は
八
咫
鏡
の
如
く
し
て
、
赩
然
赤
酸
漿
に
似
れ
11
注り

　

邇
邇
藝
命
を
迎
え
る
異
形
の
容
貌
の
猿
田
毘
古
神
は
、
岐
神
や
衢
神
と

称
さ
れ
る
。
大
系
本
頭
注
で
は
道
祖
神
と
し
て
の
性
格
を
見
て
い
る
が
、

境
界
に
群
れ
棲
ま
う
精
霊
に
近
い
神
々
を
猿
田
毘
古
神
と
い
う
名
に
当
て

た
と
も
見
ら
れ
る
よ
う
だ
。

　
「
衢
」
は
、
交
通
の
場
で
、
神
意
を
問
う
場
で
あ
っ
た
。
神
や
鬼
が
棲

み
、
他
界
へ
の
通
路
と
な
る
境
界
で
あ
っ
た
。
古
代
の
人
々
は
「（
木
）

俣
」
に
強
い
霊
力
を
期
待
し
、
神
が
憑
依
・
顕
現
す
る
聖
所
と
し
て
捉
え

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
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第
二
章
　
木
俣
─
神
・
霊
魂
を
捉
え
、
留
め
、
送
る
こ
と
─

第
一
節　

木
俣
に
刺
し
挟
む

　

木
俣
に
「
刺
し
挟
む
」
と
い
う
興
味
深
い
行
為
も
あ
る
。『
日
本
書
紀
』

推
古
天
皇
二
十
六
年
是
年
条
船
舶
用
の
伐
採
を
め
ぐ
る
人
間
と
雷
神
の
物

語
の
中
で
、
雷
神
の
象
徴
で
あ
る
魚
が
「
樹
の
枝
（
ま
た
）」
に
挟
ま
れ

る
。
こ
の
背
景
に
は
、
聖
な
る
場
所
に
雷
神
が
憑
依
・
顕
現
し
、
そ
の
魚

を
焼
く
こ
と
で
雷
神
を
追
放
・
退
治
し
た
と
い
う
呪
的
祭
儀
の
説
話
が

あ
11
注る

と
さ
れ
る
。
神
は
動
き
回
る
。
だ
か
ら
こ
の
行
為
は
文
字
通
り
、
神

が
ど
こ
か
へ
行
か
な
い
よ
う
、
そ
の
俣
に
挟
み
留
め
よ
う
と
い
う
意
思
に

よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
前
述
し
た
木
俣
神
が
い
る
。
大
国
主
命
と
八
上
比
売
の
間
に
生

ま
れ
る
も
、
正
妻
須
勢
理
毘
賣
を
恐
れ
た
八
上
比
売
に
よ
っ
て
木
俣
神
は

木
俣
に
「
刺
し
挟
」
ま
れ
、
八
上
比
売
は
因
幡
に
帰
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

西
郷
氏
は
木
俣
か
ら
漏
き
逃
れ
た
大
穴
牟
遅
神
の
話
の
こ
だ
ま11注
と
し
て
い

る
が
、
何
か
意
味
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
木
俣
が
聖
所
・
神
の
座
と
い
う

理
由
だ
け
で
は
な
い
。
木
俣
神
は
母
に
よ
っ
て
「
木
俣
」
に
捨
て
置
か
れ

た
。
親
に
よ
っ
て
「
俣
」
に
捨
て
ら
れ
た
子
─
衢
の
子
捨
て
の
儀
礼
が
頭

を
過
る
。
親
の
厄
年
に
生
ま
れ
た
子
を
衢
に
捨
て
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
て

あ
っ
た
近
所
の
人
や
通
行
人
に
拾
っ
て
も
ら
う
と
、
丈
夫
に
育
つ
と
い

う
、
衢
を
利
用
し
た
呪
術
的
な
捨
て
子
儀
礼
が
あ
る
の
だ
。
前
述
し
た

が
、
交
通
の
要
衝
で
あ
る
衢
は
、
人
や
言
霊
だ
け
で
な
く
、
生
者
と
死
者

の
交
流
も
行
わ
れ
る
、
あ
の
世
と
の
境
界
だ
っ
た
の
だ
。
境
界
に
置
く
こ

と
で
一
度
あ
の
世
に
返
し
、
新
し
い
生
命
と
し
て
こ
の
世
に
迎
え
入
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
木
俣
神
の
置
か
れ
た
「
木
俣
」
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
境

界
の
「
木
俣
」
に
置
く
こ
と
で
、
子
供
の
属
す
る
世
界
を
変
え
、
八
上
比

売
か
ら
帰
属
権
を
移
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
節　

木
俣
民
具
─
鉤
─

　
「
木
俣
」
の
霊
力
へ
の
信
仰
が
窺
え
る
儀
礼
は
各
地
に
あ
る
が
、
子

供
・
縁
結
び
に
関
し
て
の
も
の
が
多
く
、
例
え
ば
子
安
神
と
の
関
わ
り
が

あ
る
。
子
安
神
は
子
供
を
守
る
神
、
子
育
て
、
子
授
け
、
安
産
の
祈
願
の

対
象
で
あ
り
、
生
命
の
誕
生
を
司
る
。
こ
の
神
の
石
塔
の
前
に
、
Y
字
形

の
木
の
卒
塔
婆
を
立
て
る
習
俗
が
あ
る
。
Y
字
の
木
が
神
の
依
代
に
な
っ

て
い
る
の
だ
。
石
上
堅
氏
に
よ
れ
ば
、
夫
婦
松
、
子
安
松
な
ど
の
二
つ
の

岐
れ
目
に
は
神
秘
力
・
霊
魂
が
宿
る
の
で
、
そ
こ
に
甘
酒
な
ど
の
供
物
を

献
じ
、
子
の
成
長
や
百
日
咳
快
癒
を
祈
り
、
夫
婦
松
、
夫
婦
榎
な
ど
に
は

夫
婦
の
円
満
を
願
う
と
さ
れ
て
い
る11注
。

　

山
の
神
の
儀
礼
に
「
鉤
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
鉤
」
は
木

の
枝
を
三
股
に
折
り
、
掛
け
や
す
く
し
た
Y
字
形
の
枝
だ
。
三
重
県
の

中
・
北
部
、
奈
良
県
東
北
部
の
東
山
中
か
ら
滋
賀
県
東
南
部
及
び
京
都
に

至
る
地
域
一
帯
で
、
一
月
七
日
を
中
心
に
、
山
の
神
祭
り
に
鉤
引
き
の
神

事
が
行
わ
れ
る
の
だ
が
、「
鉤
」
を
用
い
て
山
の
霊
力
や
神
、
そ
の
年
の

豊
穣
を
引
き
寄
せ
て
い
る
の
だ
。
大
津
市
や
三
重
県
阿
山
及
び
名
賀
の
両

郡
地
方
、
奈
良
県
な
ど
で
は
豊
作
の
歌
や
唱
え
ご
と
を
し
な
が
ら
注
連
縄

を
木
の
鉤
で
引
く
。
南
九
州
の
打
植
祭
11
注り

で
は
氏
子
地
域
を
二
つ
に
分
け

て
鉤
の
引
っ
張
り
合
い
、
勝
っ
た
方
が
豊
作
に
な
る
と
い
う
。
打
植
祭
り

で
は
木
製
の
鍬
が
使
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
「
鉤
」
で
あ
る
。
松
崎
氏
は
、

こ
れ
ら
の
儀
礼
に
用
い
ら
れ
る
「
鉤
」
は
「
生
命
の
源
泉
を
と
ら
え
、
そ
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れ
を
耕
地
に
移
す
役
割
を
帯
び
た
呪
具
11
注

」
だ
と
し
て
い
る
。
山
の
神
あ
る

い
は
山
の
霊
力
を
引
き
寄
せ
、
耕
地
に
込
め
た
り
、
願
い
や
豊
作
を
占

う
、
と
い
っ
た
こ
と
を
「
鉤
」
に
託
し
て
い
る
の
だ
。

今
の
人
に
は
何
で
も
な
い
木
の
小
枝
の
鉤
に
な
っ
た
も
の
な
ど
が
、

昔
は
非
常
に
重
要
に
み
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
小

さ
な
発
見
で
は
な
い
。
金
属
工
芸
の
進
ま
な
か
っ
た
時
代
か
ら
、
土

を
耕
す
鍬
は
す
で
に
備
わ
り
、
ま
た
火
を
焚
く
炉
の
上
の
鉤
も
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
天
然
に
備
わ
っ
た
物
を
用
い

よ
う
と
す
れ
ば
木
の
枝
よ
り
以
上
に
丈
夫
な
も
の
は
な
か
っ
た
。
す

な
わ
ち
昔
の
人
た
ち
は
自
分
の
体
験
に
よ
っ
て
、
つ
と
に
木
の
枝
の

強
い
力
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
11
注る

。

　

柳
田
國
男
は
こ
う
指
摘
し
11
注た

。

　

古
代
の
人
々
が
利
用
し
て
き
た
木
俣
以
外
の
「
鉤
」
が
鹿
角
だ
。
こ
れ

も
自
然
界
で
人
間
が
得
ら
れ
る
丈
夫
な
「
鉤
」
で
あ
り
、
人
々
は
鹿
角
に

も
大
き
な
霊
力
を
期
待
し
て
い
た
よ
う
だ
。
鹿
角
製
遺
物
、
い
わ
ゆ
る
腰

飾
・
又
状
角
製
品
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
腰
飾
は
、
多
く
が
鹿
角
製

で
一
個
の
鉤
状
の
突
起
を
持
つ
小
形
品
で
あ
り
、
又
状
角
製
品
は
鹿
角
の

角
幹
と
又
状
に
分
岐
す
る
枝
を
利
用
し
た
Y
字
形
の
短
剣
状
、
ま
た
は
鳥

形
な
い
し
逆
さ
の
自
在
鉤
状
の
も
の
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
名
称
で
、
つ

ま
り
は
鹿
角
で
作
ら
れ
た
「
鉤
」
形
の
道
具
だ
。
西
日
本
縄
文
晩
期
の
腰

飾
は
、
主
に
そ
の
土
地
出
身
者
の
既
婚
の
─
つ
ま
り
そ
の
集
団
で
生
ま
れ

育
ち
、
婚
姻
後
も
そ
の
集
団
に
居
を
構
え
た
男
性
た
ち
─
が
身
着
け
た
も

の
と
さ
れ
る
。
腰
飾
は
身
に
着
け
た
ら
亡
く
な
っ
て
も
肌
身
離
さ
ず
、

「
生
涯
を
通
じ
て
唯
1
個
の
物
を
大
切
に
使
う
と
い
う
の
が
使
用
上
の
原

則
」
で
あ
り
、
腰
飾
に
よ
っ
て
そ
の
集
団
の
祖
霊
、
も
し
く
は
土
地
の
霊

を
そ
の
身
に
付
着
さ
せ
、
外
部
の
邪
霊
の
侵
入
を
防
い
で
い
11
注た

、
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　
「
鉤
」
に
は
魂
を
捉
え
る
力
、
霊
魂
を
結
び
つ
け
る
力
に
加
え
、
辟
邪

の
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
牡
鹿
の
角
は
い
く
つ
も
枝
分
か
れ

し
、
角
は
一
度
取
れ
て
も
再
生
す
る
。
複
数
の
「
俣
」
を
持
ち
、
一
度
取

れ
て
も
再
生
す
る
角
鉤
に
、
人
々
は
力
を
見
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。

第
三
節　

二
俣
の
杖

　

こ
こ
で
は
鹿
杖
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
（
図
1
）。
鹿
角
を
上
部
に
つ

け
た
杖
、
上
部
が
撞
木
状
に
な
っ
た
杖
な
ど
も
含
む
が
、
先
端
が
二
股
の

も
の
、
ま
た
は
捩
じ
れ
て
窓
を
成
し
た
杖
を
指
す
。
山
人
は
鹿
角
に
ワ
サ

を
か
け
、
山
の
神
を
祀
っ
た
と
さ
れ
、
空
也
聖
や
空
也
僧
と
い
っ
た
漂
泊

性
の
強
い
呪
術
宗
教
者
も
鹿
杖
を
携
え
て
い
た
。
諸
説
あ
る
マ
タ
ギ
の
語

源
の
中
に
は
、
先
が
枝
分
か
れ
し
た
又
木
の
杖
か
ら
来
て
い
1注
注る
と
す
る
も

の
も
あ
る
。
鹿
杖
に
は
宗
教
的
な
性
格
が
見
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。

　
『
日
本
常
民
生
活
絵
引
11
注
』
か
ら
先
が
二
股
に
な
っ
た
鹿
杖
を
拾
っ
て
み

る
と
、
こ
う
い
う
鹿
杖
を
突
く
の
は
翁
・
媼
や
僧
侶
で
あ
り
、
鹿
杖
に
は

中
世
社
会
に
お
い
て
社
会
的
な
身
分
を
表
示
す
る
役
割
が
あ
っ
た
よ

う
11
注だ
。
遍
路
や
山
伏
の
杖
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
弘
法
大
師
の
表
象
、「
霊
や

神
の
依
代
と
し
て
供
養
と
祀
り
の
た
め
に
立
て
ら
れ
る
祭
具
11
注
」
だ
っ
た

が
、
時
に
は
彼
ら
自
身
の
卒
塔
婆
と
も
な
っ
た
と
い
う
。
老
人
の
鹿
杖
も

そ
の
役
目
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
石
上
氏
は
、
自
ら
そ

の
命
を
絶
た
ね
ば
な
ら
な
い
時
に
、
杖
を
突
き
立
て
る
こ
と
で
死
を
妨
げ



─ 9 ─

る
邪
霊
を
押
さ
え
、
死
に
場
所
の
占
定
に
も
用
い
11
注た

と
指
摘
し
て
い
る11注
。

　

卒
塔
婆
は
、
死
者
の
霊
魂
が
祖
霊
へ
と
昇
華
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
場

に
留
め
て
置
く
役
割
も
持
つ
。
逆
さ
ま
突
き
立
て
た
二
俣
杖
は
卒
塔
婆
と

な
っ
て
、
そ
の
俣
に
霊
魂
を
挟
ん
で
浮
遊
す
る
こ
と
防
ぐ
機
能
が
期
待
さ

れ
た
の
で
は
な
い
か
。
加
え
て
、
杖
は
突
き
立
て
れ
ば
境
界
標
識
に
な

り
、
閉
塞
と
封
鎖
の
意
味11注を
持
っ
て
い
る
。
外
部
の
邪
霊
が
依
り
付
か
せ

な
い
効
果
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
「
木
俣
」
に
留
め
ら
れ
た
霊
魂
が

い
ず
れ
天
上
世
界
へ
と
向
か
う
時
に
は
、
標
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

第
三
章
　
木
俣
─
死
を
迎
え
る
場
─

第
一
節　

墓
標
と
な
る
二
俣

　

杖
が
卒
塔
婆
と
な
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
三
十
三
回
忌
、
五
十
回
忌

の
弔
い
上
げ
の
時
に
立
て
る
も
の
に
、
杉
塔
婆
、
ウ
レ
ツ
キ
ト
ウ
バ
と
呼

ば
れ
る
、
杉
の
葉
の
付
い
た
生
の
木
の
塔
婆
が
あ
る11注
。
弔
い
上
げ
は
問
い

切
り
と
も
言
い
、
三
十
三
年
目
と
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
こ
の
期
を
以
っ

て
仏
が
神
に
な
る
、
天
に
昇
る
と
い
う
例11注
が
あ
る
。
例
え
ば
、
壹
岐
で
は

四
十
九
年
を
テ
ー
ア
ゲ
と
称
し
、
仏
祭
の
最
後
と
す
る
が
、
こ
の
時
に
椎

の
木
の
枝
葉
の
つ
い
た
卒
塔
婆
を
作
っ
て
墓
に
立
て
る
。
青
森
県
三
戸
郡

田
部
村
な
ど
で
は
三
十
三
回
忌
を
ト
ヒ
ド
メ
と
い
い
、
葉
や
芯
の
あ
る
松

の
木
、
あ
る
い
は
栗
の
木
を
立
て
る
。
佐
渡
の
小
泊
に
は
マ
タ
ボ
ト
ケ
と

言
わ
れ
、
三
十
三
回
忌
か
五
十
回
忌
に
上
方
が
二
つ
に
分
か
れ
た
塔
婆
を

墓
に
立
て
る
。
八
戸
地
方
で
は
マ
タ
カ
リ
タ
フ
バ
と
い
う
二
股
の
栗
の
木

の
塔
婆
が
、
信
州
上
伊
那
郡
朝
日
村
で
は
三
十
三
回
忌
に
四
・
五
尺
以
上

の
松
の
木
の
下
方
を
四
角
に
削
り
、
年
忌
等
を
書
き
込
ん
だ
塔
婆
を
立
て

る
が
、
死
者
鳥
と
な
っ
て
そ
の
木
を
た
よ
り
に
天
に
昇
る
、
と
さ
れ
て
い

る
。
人
々
は
枝
葉
が
つ
い
た
、
つ
ま
り
「
俣
」
を
有
し
た
木
が
天
上
へ
の

経
路
と
な
る
と
信
じ
た
の
だ
。

股
な
り
の
物
は
、
そ
の
二
股
の
根
部
に
、
よ
り
来
た
っ
た
霊
魂
が
静

か
に
宿
り
こ
も
っ
て
、
そ
こ
で
新
た
な
威
霊
に
復
活
す
る
と
、
信
じ

て
い
た
こ
と
は
、
男
峰
・
女
峰
を
有
す
る
二
上
山
の
股
凹
部
分
が
、

埋
葬
地
に
設
定
さ
れ
て
い
た
事
情
と
、
共
通
な
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
石
上
氏
の
指
摘11注で
あ
る
。
二
俣
の
塔
婆
の
場
合
─
木
俣
に
留

図
1　

鹿
杖
『
信
貴
山
縁
起
』　

澁
澤
敬
三
、
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文

化
研
究
所
編
『
絵
巻
物
に
よ
る
日
本
常
民
生
活
絵
引　

第
一
巻
』
平
凡

社
、
一
九
八
四
年
、
一
一
四
頁
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め
ら
れ
た
霊
魂
が
、
そ
こ
で
祖
霊
へ
と
変
わ
る
の
だ
。
ま
た
、
樹
上
葬
と

い
う
葬
法
も
「
木
俣
」
と
死
の
関
係
性
の
深
さ
が
窺
え
る
。
死
体
を
台
架

の
上
や
木
の
頂
や
俣
に
置
く
葬
法
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
メ
ラ
ネ
シ

ア
、
ア
メ
リ
カ
、
北
ア
ジ
ア
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
日
本
に
も
、
天
皇
の
遺

骸
や
棺
を
木
の
枝
に
掛
け
た
と
い
う
伝
承
や
天
狗
が
攫
っ
た
人
間
を
引
き

裂
い
て
木
に
掛
け
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る1注注
。
木
の
枝
に
掛
け
る
、
つ
ま
り

「
木
俣
」
に
置
く
こ
と
で
、
二
俣
の
塔
婆
の
よ
う
に
俣
部
に
霊
魂
が
籠
り
、

天
上
世
界
向
か
う
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
水
辺
に
あ

る
木
に
女
性
が
投
身
・
入
水
の
前
に
衣
を
掛
け
た
、
と
い
う
衣
掛
け
の

伝
11
注承
も
同
じ
く
「
木
俣
」
の
力
を
期
待
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
着
物
と
は
そ
れ
を
身
に
纏
う
者
の
霊
魂
を
宿
す
も
の
で
あ

り
、
着
物
を
木
に
掛
け
る
こ
と
は
霊
魂
を
木
に
掛
け
る
、
と
い
う
こ
と

だ
。
石
上
氏
は
衣
を
掛
け
る
こ
と
は
「
死
後
幸
福
な
る
身
に
復
活
し
て
、

再
び
そ
の
樹
に
掛
け
て
お
く
衣
類
を
そ
の
身
に
ま
と
う
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
と
い
う
考
え
に
よ
る
呪
法
11
注

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
着
物
、
つ
ま
り
霊

魂
を
木
の
枝
（
俣
）
に
掛
け
て
、
復
活
を
願
っ
た
の
だ
。

　
「
木
俣
」
は
一
定
の
期
間
霊
魂
を
俣
部
に
挟
み
、
留
め
て
お
く
と
い
う

役
割
と
、
霊
魂
を
天
上
世
界
へ
と
送
る
経
路
の
役
11
注割

を
持
っ
て
い
る
よ
う

だ
。
一
つ
の
「
木
俣
」
が
、
条
件
に
よ
っ
て
そ
の
役
割
を
変
え
る
。「
木

俣
」
の
霊
力
で
特
定
の
霊
魂
を
留
め
、
邪
霊
を
寄
せ
つ
け
ず
、
霊
魂
が
祖

霊
へ
と
昇
華
さ
れ
る
時
は
霊
の
標
識
と
し
て
、
行
く
べ
き
世
界
へ
導
く
の

で
は
な
い
か
。

　

狩
猟
者
の
儀
11
注礼

で
は
、
仕
留
め
た
獣
の
一
部
は
二
俣
の
枝
の
上
に
供
え

る
か
枝
に
掛
け
、
熊
や
鹿
、
カ
モ
シ
カ
な
ど
大
物
を
捕
ら
え
る
と
耳
の
端

を
切
っ
て
木
の
俣
に
置
く
。
ま
た
、
長
野
か
ら
愛
知
、
静
岡
に
か
け
て
は

鹿
や
猪
の
腑
分
け
の
際
、
胸
の
骨
の
一
部
を
木
の
枝
に
掛
け
る
、
と
い
っ

た
事
例
が
見
ら
れ
る
。
山
の
神
へ
恩
恵
の
感
謝
を
表
し
て
い
る
行
為
と
い

う
が
、「
木
俣
」 （
境
界
）
に
置
く
こ
と
で
、
山
の
神
に
供
え
る
こ
と
に
な

る
の
だ
ろ
う
。「
木
俣
」
を
神
の
座
と
見
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、「
木

俣
」
が
神
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
柳
田
國
男
編

集
の
『
居
住
習
俗
語
彙
』
に
、
こ
ん
な
記
述
が
あ
る
。

天
龍
川
上
流
の
村
々
で
は
、
御
幣
餅
は
必
ず
山
小
屋
で
こ
し
ら
へ
る

も
の
で
、
普
通
の
民
家
の
内
で
は
之
を
焼
く
こ
と
を
忌
む
が
、
炉
の

端
に
股
木
を
一
本
立
て
ゝ
置
け
ば
、
野
山
に
還
る
か
ら
と
焼
い
て
も

障
り
が
無
い
と
謂
つ
て
、
家
で
此
餅
を
す
る
と
き
に
は
股
木
を
立
て

た11注。

　

本
来
な
ら
家
で
御
幣
餅
焼
く
こ
と
は
忌
ま
れ
る
行
為
だ
が
、
山
（
異

界
）
に
繋
が
る
股
木
が
あ
る
こ
と
で
よ
し
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

第
二
節　

送
り
の
儀
礼
の
Y
字
形

　

犬
卒
塔
婆
と
い
う
上
端
Y
字
形
の
塔
婆
が
あ
る
（
図
2
）。
犬
を
供
養

す
る
こ
の
行
事
は
、
東
関
東
か
ら
東
北
南
部
に
か
け
て
の
地
域
で
見
ら
れ

る
。
動
物
供
養
に
加
え
、
安
産
祈
願
も
兼
ね
て
お
り
、
十
九
夜
講
な
ど
子

供
を
生
む
若
い
年
代
の
女
性
た
ち
の
講
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
儀
礼

は
産
の
軽
い
は
ず
の
犬
の
難
産
が
、
人
に
及
ば
な
い
よ
う
、
害
の
な
い
も

の
に
復
活
し
て
も
ら
う
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る11注
。
村
境
の
川
岸

や
、
道
が
二
又
や
三
叉
路
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
墓
の
入
り

口
な
ど
、
境
界
に
立
て
ら
れ
る
。
土
地
に
よ
っ
て
は
上
部
の
割
れ
目
に
雷

神
様
の
お
札
を
挟
ん
で
豊
作
祈
願
を
す
る
例
も
あ
11
注る
。
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イ
オ
マ
ン
テ
の
中
に
も
「
木
俣
」
が
登
場
す
る
。
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
、

日
ご
ろ
天
上
で
暮
ら
す
神
々
が
時
折
、
特
定
の
姿
形
に
扮
装
し
て
人
間
界

を
訪
れ
る
と
し
て
い
る
。
熊
の
姿
で
現
れ
る
山
の
神
（
キ
ム
ン
カ
ム
イ
）

を
人
々
は
歓
待
し
、
神
が
天
上
界
に
戻
る
際
も
丁
重
な
儀
式
で
送
る
。
こ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
獲
物
に
恵
ま
れ
る
と
し
た
。
肉
や
毛
皮
を

頂
戴
し
た
後
は
そ
の
遺
体
、
特
に
頭
蓋
を
丁
重
に
祀
り
、
酒
や
イ
ナ
ウ
な

ど
の
お
土
産
を
捧
げ
て
送
り
の
儀
礼
を
行
う
。
そ
の
中
で
、
ヌ
サ
と
い
う

祭
具
に
熊
野
胆
熊
の
胆
を
つ
け11注
、
熊
の
頭
蓋
も
神
聖
な
場
で
あ
る
「
木

俣
」
に
据
え
る
（
図
3
）。
ま
た
、
大
林
太
良
氏
は
送
り
の
儀
礼
の
射
場

の
柱
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る11注
。

射
場
の
最
も
重
要
な
部
分
は
編
み
垣
あ
る
い
は
樹
皮
製
蔽
い
屏
風
で

し
つ
ら
え
た
囲
み
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
四
角
い
広
場
の
四
つ
の
角
の

一
つ
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
こ
の
囲
み
の
傍
ら
に
熊
は
二
本
の
柱
に

結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
柱
は
特
別
の
形
の inau 

で

包
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
背
の
高
く
、
先
が
又
丈
に
割
れ
た
柱
（
樺
太 

ainu 

族
で
は
、tugusi

）
は
又
丈
の
枝
岐
の
先
端
に
特
別
の inau 

が
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
象
徴
的
な
意
味
か
ら
し
て
、

A
inu 

族
、Gilyak 

族
、O

rok 

族
、
お
よ
び O

rochi 

族
の
射
場
の

最
も
重
要
な
物
体
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
樺
太 A

inu 

族

の
、
い
わ
ゆ
る
〈
熊
を
送
り
出
す
柱
〉
が
こ
れ
で
あ
る
。A

inu 

族

と Gilyak 

族
の
一
致
し
た
神
話
的
表
象
に
従
え
ば
、
熊
の
魂
は
こ

こ
か
ら
森
の
主
の
所
へ
の
道
を
た
ど
っ
て
行
く
の
だ
。
こ
の
又
丈
に

割
っ
た
木
の
一
本
の
俣
は
、
今
年
〈
送
り
出
し
た
〉
熊
の
た
め
の
道

と
し
て
役
立
ち
、
も
う
一
つ
の
又
は
、
来
年
、
熊
の
仔
が
人
間
の
所

図
2　

犬
卒
都
婆　

萩
原
秀
三
郎
『
境
と
辻
の
神
』

東
京
美
術
、
一
九
八
八
年
、
八
三
頁

図
3　

熊
の
頭
蓋
を
載
せ
る
二
股
の
木　

萱
野
茂
、『
ア
イ

ヌ
の
民
具
』
す
ず
さ
わ
書
店
、
一
九
七
八
年
、
三
〇
〇
頁
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に
戻
っ
て
く
る
道
と
し
て
役
立
つ
の
だ
。

　

つ
ま
り
、
一
対
の
二
俣
柱
に
よ
っ
て
、
魂
の
往
還
が
な
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
梟
送
り
の
儀
礼
で
、
梟
は
十
字
の
交
差
部
分
に
結

び
付
け
ら
れ
、
イ
ナ
ウ
に
包
ん
だ
頭
部
も
十
字
に
中
心
に
据
え
ら
れ
る1注注
。

こ
こ
か
ら
も
「
俣
」
は
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

も
う
一
つ
、
北
陸
の
縄
文
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
Y
字
型
木
製
品
を
取

り
上
げ
た
い
。
富
山
県
小
矢
部
市
桜
町
で
発
掘
さ
れ
た
縄
文
時
代
中
期
か

ら
後
期
初
頭
の
遺
跡
か
ら
、
Y
字
形
の
木
製
品
が
出
土
し
た
。

用
途
が
不
明
な
木
製
品
の
中
に
、
Y
字
型
を
し
た
ク
リ
の
加
工
材
が

数
本
あ
る
。
二
本
は
、
加
工
が
特
に
丁
寧
で
あ
る
。
二
本
対
に
な
っ

て
川
跡
か
ら
出
土
し
た
。
全
長
が
二
メ
ー
ト
ル
余
り
あ
る
大
型
の
も

の
で
あ
る
。
片
面
の
上
方
三
分
の
二
ほ
ど
が
平
坦
に
削
ら
れ
て
い

て
、
Y
の
両
先
端
の
そ
れ
ぞ
れ
に
刳
り
込
み
が
あ
る
。
下
方
は
根
腐

れ
し
て
や
や
細
く
な
っ
て
お
り
、
地
面
に
立
て
て
使
わ
れ
た
も
の
と

見
ら
れ
る
。
建
築
部
材
で
は
無
く
、
祭
祀
用
に
用
い
ら
れ
た
と
の
見

方
も
あ
る11注
。

　

川
跡
か
ら
の
発
見
と
い
う
こ
と
で
水
の
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
可

能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
川
が
そ
の
集
落
の
境
界
で
あ
る

こ
と
が
、
祭
祀
の
中
で
重
要
な
点
だ
と
思
わ
れ
る
。
刳
り
込
み
が
施
さ

れ
、
川
辺
に
立
て
ら
れ
た
一
対
の
Y
字
形
の
柱
を
、
送
り
の
儀
礼
に
関
わ

る
も
の
と
考
え
る
の
は
早
計
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
犬
卒
都
婆
の
よ
う
に

神
か
祖
霊
か
、
動
物
霊
か
、
何
か
し
ら
の
霊
魂
を
挟
み
捕
ら
え
、
集
落
の

境
界
か
ら
異
界
へ
と
送
り
出
す
た
め
用
い
ら
れ
た
の
で
は
、
と
思
わ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
。

　
「
木
俣
」
が
送
り
の
経
路
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
認
識
は
昔
話
の
中
に
も

沈
ん
で
い
た
。
一
定
の
年
齢
に
な
っ
た
老
人
を
山
中
に
棄
て
る
、
と
い
う

棄
老
譚
は
様
々
な
形
が
あ
る
が 

（
中
に
は
裕
福
な
家
の
老
人
が
形
式
的
に

山
に
棄
て
ら
れ
、
山
か
ら
帰
っ
て
来
た
時
に
は
新
し
い
命
に
生
ま
れ
変
わ

っ
た
と
し
て
祝
わ
れ
る
、
と
い
う
棄
老
11
注譚

も
あ
る
）、
六
〇
歳
や
六
二
歳

に
な
っ
た
老
人
を
木
股
に
掛
け
る
、
挟
ん
で
捨
て
る
、
と
表
現
す
る
話
が

数
例
あ
る
の
だ11注
。

　
「
木
俣
」
が
棄
老
の
年
齢
や
棄
老
の
場
所
と
な
っ
て
い
る
。
柳
田
は
、

老
人
を
木
股
に
置
く
こ
と
は
神
へ
捧
げ
る
儀
礼
行
為
と
し
て
い
る
が
、
こ

れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
、
一
言
で
答
え
る
な
ら
ば
「
木
俣
」
だ
か
ら
で

あ
る
。
老
人
の
死
後
こ
の
「
木
俣
」
は
卒
塔
婆
と
な
り
、
一
定
の
期
間
─

祖
霊
へ
と
昇
華
す
る
ま
で
─
霊
魂
を
挟
み
籠
ら
せ
て
、
や
が
て
天
上
世
界

へ
と
送
り
出
す
機
能
を
持
つ
と
い
う
、
そ
ん
な
信
仰
が
、
こ
の
昔
話
の
背

景
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

終
わ
り
に

　
「
木
俣
」
は
生
と
死
と
、
ど
ち
ら
と
も
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
。「
お
お

ぎ
丸
と
木
の
葉
姫
11
注

」
と
い
う
話
に
は
、
山
へ
柴
刈
り
に
行
っ
た
爺
が
大
樹

の
木
股
か
ら
生
ま
れ
た
男
の
子
を
拾
う
場
面
が
出
て
く
る
。
こ
の
「
木

股
」
は
、
セ
ク
シ
ャ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
も
の
の
、
木
股
に
加
え
、
老

人
と
子
供
と
い
う
、
ど
ち
ら
も
死
─
異
界
に
近
い
存
在
を
念
頭
に
置
く

と
、
こ
の
木
股
は
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
界
と
設
定
さ
れ
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
老
人
（
子
ど
も
）
は
木
俣
（
衢
）
を
境
界
に
こ
の
世
か
ら
あ
の

世
へ
と
送
ら
れ
、
新
し
い
生
命
と
な
っ
て
再
び
こ
の
世
へ
迎
え
ら
れ
る
。
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大
穴
牟
遅
神
の
「
木
俣
」
も
同
じ
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

上
代
文
献
の
「
俣
」
は
境
界
で
あ
り
、
神
の
顕
現
・
憑
依
の
場
も
し
く

は
鎮
魂
が
期
待
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
。
文
学
作
品
を
離
れ
て
「
木
俣
」
に

関
わ
る
信
仰
を
探
っ
て
み
れ
ば
、
や
は
り
神
の
座
で
あ
り
、「
木
俣
」
に

は
神
や
霊
魂
を
捉
え
る
働
き
が
見
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
死
者
の
霊

魂
を
一
定
の
期
間
霊
魂
を
俣
部
に
挟
み
留
め
て
お
く
と
い
う
役
割
と
霊
魂

を
天
上
世
界
へ
と
送
る
経
路
の
役
割
を
持
ち
、
再
生
が
期
待
さ
れ
る
場
で

も
あ
っ
た
。

　
「
木
俣
よ
り
漏
き
逃
が
し
つ
」
と
い
う
一
節
か
ら
、
我
々
は
ど
の
よ
う

な
情
景
を
思
い
浮
か
べ
る
べ
き
か
。

　
「
木
俣
」
は
神
霊
を
留
め
、
籠
ら
せ
、
異
界
へ
送
り
出
し
、
再
生
を
期

待
す
る
、
そ
ん
な
複
数
の
役
割
を
持
つ
聖
所
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、

「
木
俣
」
は
俣
部
に
あ
る
霊
魂
の
状
態
に
よ
っ
て
、
持
っ
て
い
る
複
数
の

機
能
を
変
化
さ
せ
る
の
だ
。

　

大
穴
牟
遅
神
は
、「
木
俣
」
に
よ
っ
て
根
之
堅
洲
国
へ
と
送
ら
れ
、
新

し
い
生
命
─
大
国
主
命
と
な
っ
て
、
地
上
世
界
へ
と
誕
生
し
た
。
大
穴
牟

遅
神
に
と
っ
て
の
「
木
俣
」
は
、
こ
の
神
を
海
の
彼
方
に
あ
る
根
之
堅
洲

国
へ
と
送
り
出
す
Y
字
形
の
境
界
標
識
で
あ
っ
た
。
塞
の
神
の
機
能
を
発

揮
し
、
境
界
を
通
す
も
の
と
通
さ
な
い
も
の
を
決
め
、
大
屋
毘
古
神
の
連

れ
て
き
た
大
穴
牟
遅
神
は
通
し
、
大
穴
牟
遅
神
を
害
す
る
八
十
神
は
阻
ん

だ
。
そ
し
て
同
時
に
、
根
之
堅
洲
国
で
の
試
練
を
経
て
、
そ
の
地
の
権
威

を
受
け
取
っ
て
大
国
主
命
と
し
て
再
生
す
る
大
穴
牟
遅
神
に
と
っ
て
の
死

の
場
所
・
墓
標
と
し
て
「
木
俣
」
は
聳
え
立
っ
て
い
た
。

　

荘
厳
な
木
の
国
の
森
林
の
中
、
大
屋
毘
古
神
に
導
か
れ
た
大
穴
牟
遅
神

は
、
神
さ
び
、
苔
生
し
た
大
樹
の
前
に
や
っ
て
き
て
、
天
上
に
向
か
っ
て

大
き
く
岐
れ
た
木
俣
か
ら
、
異
界
へ
と
旅
立
っ
た
。『
古
事
記
』
の
一
節

か
ら
、
そ
ん
な
情
景
を
思
い
描
い
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

注1　
『
古
事
記
』
本
文
は
、
倉
野
憲
司
・
武
田
祐
吉
校
注
『
古
事
記　

祝
詞
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
1 

岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
よ

り
引
用
し
た
。

※
以
降
、
本
稿
に
お
け
る
『
古
事
記
』
本
文
の
引
用
は
注
1
と
同

様
で
あ
る
。

2　

大
野
晋
、
大
久
保
正
編
集
校
訂
『
本
居
宣
長
全
集
』（
第
9
巻
：

古
事
記
傳
1
） 

筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
四
四
四
頁

3　

西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈 

二
巻
』
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
、
三

一
頁

4　

西
郷
信
綱
『
古
代
人
と
死
： 

大
地
・
葬
り
・
魂
・
王
権
』
平
凡

社
、
二
〇
〇
八
年
、
四
一
頁

5　

勝
俣
隆
氏
『
異
郷
訪
問
譚
・
来
訪
譚
の
研
究　

上
代
日
本
文
学

編
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
九
年
、
五
八
・
五
九
頁

6　

狩
野
敏
次
『
昔
話
に
み
る
山
の
霊
力 

な
ぜ
お
爺
さ
ん
は
山
へ
柴

刈
り
に
い
く
の
か
』
雄
山
閣
出
版
、

二
〇
〇
七
年
、
六
五
頁

7　

大
野
晋
、
大
野
晋
『
古
典
基
礎
語
事
典
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇

一
一
年
、
九
七
三
頁

8　

神
野
志
隆
光
『
古
事
記
の
世
界
観
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
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年
、
一
一
四
頁

9　

西
宮
一
民
校
注
『
古
事
記
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
新
潮
社
、

二
〇
一
四
年
、
六
五
頁

10　

青
木
和
夫
［
ほ
か
］ 

校
注
『
古
事
記
』
日
本
思
想
大
系　

岩
波
書

店
、
一
九
八
二
年
、
七
〇
頁

11　
『
風
土
記
』
本
文
は
、
秋
本
吉
郎
校
注
『
風
土
記
』（
日
本
古
典
文

学
大
系
2　

岩
波
書
店
）
に
拠
る
。

12　

ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
著
、
野
村
伸
一
・
檜
枝
陽
一
郎
訳
『
山
の

神
』
言
叢
社
、
一
九
九
四
年
、
四
一
・
六
七
頁

13　

谷
川
健
一
『
日
本
民
俗
文
化
資
料
集
成　

第
十
二
巻
』
三
一
書

房
、
一
九
九
四
年
、
一
三
三
頁

14　

堀
田
吉
雄
『
山
の
神
信
仰
の
研
究　

増
補
改
訂
版
』
光
書
房
、
一

九
八
〇
年
、
三
三
頁

15　

特
殊
な
枝
ぶ
り
の
木
の
呼
び
名
に
関
し
て
は
、
柳
田
国
男
・
倉
田

一
郎
共
編
の
『
分
類
山
村
語
彙
』
の
「
特
殊
樹
木
称
呼
」
が
詳
し

い
。

16　

津
田
徹
英
「
高
山
寺
所
蔵
「
明
恵
上
人
像
（
明
恵
上
人
樹
上
坐
禅

像
）」
覚
書--

東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
本
『
梵
網
戒
大
事
』
所
収

「
湛
睿
口
伝
」
を
め
ぐ
っ
て
」
金
沢
文
庫
研
究 

（
二
九
五
） 

一
九

九
五
年
九
月
、
四
三
頁
に
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
松
は
、
根
元
で
三

俣
に
分
か
れ
て
お
り
、
明
恵
の
前
方
へ
立
ち
上
が
っ
た
枝
は
天
蓋

の
よ
う
に
頭
上
を
覆
い
、
左
右
に
伸
び
る
枝
は
高
く
天
上
に
向
か

っ
て
明
恵
を
取
り
囲
む
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

17　

大
野
晋
、
前
掲
書
7
、
六
四
〇
頁

18　

西
郷
信
綱
『
萬
葉
私
記
・
古
代
の
声
』（
西
郷
信
綱
著
作
集
4 

詩

論
と
詩
学
）、
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
、
三
三
二
頁

19　

歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
が
、
一
部
表
記
を
改
め

た
。

※
以
降
、
本
稿
に
お
け
る
歌
及
び
歌
番
号
の
引
用
は
注
19
と
同
様

で
あ
る
。

20　

赤
坂
憲
雄
『
境
界
の
発
生
』
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
、
八
一
項

21　

遠
藤
嘉
基
、
春
日
和
男
校
注
『
日
本
霊
異
記
』（
日
本
古
典
文
学

大
系　

70
）
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
を
参
考
に
し
た
。

22　
『
日
本
書
紀
』
本
文
は
、
坂
本
太
郎
［
ほ
か
］ 

校
注
『
日
本
書
紀
』

（
日
本
古
典
文
学
大
系　

岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
に
拠
る
。

23　

平
林
章
仁
『
鹿
と
鳥
の
文
化
史
』
白
水
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
六

七
頁

24　

西
郷
信
綱
、
前
掲
書
3
、
五
八
頁

25　

石
上
堅
『
日
本
民
俗
語
大
辞
典
』
桜
楓
社
、
一
九
八
三
年
、
四
三

八
頁

26　

ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
、
前
掲
書
12
、
一
〇
六
項

27　

松
崎
憲
三
、『
山
の
神
祭
り
に
お
け
る
木
製
祭
具
の
研
究
』（「
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
書
七
」）
一
九
八
五
年
三
月
、
四

四
〇
項

28　

柳
田
國
男
『
柳
田
國
男
全
集　

23
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
、

二
九
頁

29　
「
鉤
の
霊
力
」
を
強
く
意
識
し
た
祭
祀
習
俗
の
記
憶
は
鉤
占
い
・

ベ
ロ
ベ
ロ
の
神
と
い
っ
た
子
供
の
遊
び
に
残
っ
て
い
る
。
柳
田
國



─ 15 ─

男
、
前
掲
書
二
八
、
二
二
頁
〜
三
四
頁
、
九
〇
頁
・
九
一
頁
に
詳

し
い
記
述
が
あ
る
。

30　

春
成
秀
爾
「
鈎
と
霊
─
有
鈎
短
剣
の
研
究
─
」（「
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
研
究
報
告
」
七
）、
一
九
八
五
年
三
月
、
五
三
頁

31　

福
田
ア
ジ
オ
［
ほ
か
］ 

編
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
〇
年
、
五
七
〇
・
五
七
一
頁

32　

澁
澤
敬
三
、
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
『
絵
巻
物
に

よ
る
日
本
常
民
生
活
絵
引
』
平
凡
社
、
一
九
八
四
年

33　

赤
坂
憲
雄
、「
鹿
杖
考
」（
一
遍
研
究
会
編
『
一
遍
上
人
聖
絵
と
中

世
の
光
景
』）
あ
り
な
書
房
、
一
九
九
三
年
、
一
八
四
頁

34　

赤
坂
憲
雄
、
前
掲
書
20
、
一
一
七
頁

35　

石
上
堅
『
木
の
伝
説
』
宝
文
館
出
版
、
一
九
六
九
年
、
二
〇
〇
頁

36　

占
定
と
杖
は
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
柳
田
國
男
、『
柳
田
国
男

全
集　

15
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
三
五
一
項
に
二
俣
杖
で

泉
を
掘
り
出
す
こ
と
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る
。

37　

伊
邪
那
岐
の
杖
・
衝
立
船
戸
の
神
（
書
記
は
来
名
戸
之
祖
神
）
や

『
常
陸
国
風
土
記
』
夜
刀
の
神
伝
承
の
「
標
の
杖
」
も
そ
の
例
だ
。

境
界
の
神
は
そ
の
場
所
を
通
る
も
の
を
選
び
、
あ
る
も
の
は
通

し
、
あ
る
も
の
は
阻
む
役
割
を
持
つ
。『
延
喜
式
』「
道
饗
祭
」
に

見
え
る
八
衢
比
古
・
八
衢
比
売
は
根
国
か
ら
侵
入
す
る
も
の
を
防

ぐ
神
で
あ
る
。
伊
耶
那
伎
や
麻
多
智
の
杖
は
、
除
災
の
力
を
持
っ

た
二
俣
杖
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

38　

三
十
三
年
・
五
十
年
毎
に
霊
威
・
瑞
祥
の
徴
で
あ
る
二
股
竹
が
生

え
る
と
い
う
伝
説
が
あ
り
、
人
の
死
の
節
目
と
関
連
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。『
日
本
伝
奇
伝
説
大
事
典
』（
乾
克
己
［
ほ
か
］ 

編
、
賀

曽
川
書
店
、
一
九
八
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
二
俣
竹
の
杖
を
持
っ
た

弁
財
天
の
行
者
が
瑞
祥
と
し
て
二
俣
竹
を
生
じ
さ
せ
、
以
来
三
十

年
・
三
十
五
、
六
年
毎
に
二
股
竹
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
伝
説
が
、『
日
本
説
話
伝
説
大
辞
典
』（
志
村
有
弘
、
諏
訪
春
雄

編
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、
聖
徳
太
子
が
富
士

山
頂
か
ら
自
分
の
墓
と
な
る
べ
き
場
所
を
眺
め
、
定
め
た
場
所
に

二
本
の
竹
を
植
え
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。

39　

柳
田
國
男
『
葬
送
習
俗
語
彙
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
五
年
、
二

〇
六
項

40　

石
上
堅
、
前
掲
書
35
、
七
〇
頁

41　

大
林
太
良
『
葬
制
の
起
源
』
角
川
書
店
、
一
九
六
五
年
、
五
三
・

五
四
頁
に
幾
つ
か
の
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

42　

石
上
堅
、
前
掲
書
35
に
衣
掛
け
の
木
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
例
を

挙
げ
て
い
る
。『
大
和
物
語
』
に
、
帝
の
お
召
し
が
な
い
こ
と
を

悲
し
ん
だ
采
女
は
、
入
水
の
前
に
柳
に
衣
を
掛
け
る
。
徳
島
県
板

野
限
に
は
、
小
宰
相
の
局
が
屋
島
へ
落
ち
て
い
く
船
の
中
で
夫
の

討
ち
死
に
の
知
ら
せ
を
聞
き
、
海
に
入
水
し
て
し
ま
い
、
そ
の
屍

を
島
の
漁
師
が
見
つ
け
、
そ
の
着
物
を
松
に
掛
け
た
と
い
う
伝
承

が
あ
る
。

43　

石
上
堅
、
前
掲
書
35
、
一
五
一
頁

44　

小
林
茂
『
秩
父 

山
の
民
俗
考
古
』
言
叢
社
、
二
〇
一
一
年
、
一

三
三
・
一
三
四
項
に
説
明
が
あ
る
。
Y
字
型
股
木
に
は
「
股
先
の

二
つ
の
枝
木
が
対
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
異
な
っ
た
経
路
の
役
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割
を
与
え
て
い
る
」
と
い
う
心
的
表
象
を
持
っ
て
お
り
、
神
霊
は

一
方
の
枝
を
辿
り
天
な
ど
に
上
昇
し
、
も
う
一
方
の
枝
を
辿
っ
て

下
っ
て
く
る
、
と
い
う
仕
組
み
だ
と
い
う
。

45　

ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
、
前
掲
書
12
、
四
三
頁

46　

柳
田
國
編
『
居
住
習
俗
語
彙
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
三
九
年
、
二

七
五
頁

47　

石
上
堅
、
前
掲
書
35
、
七
〇
項

48　

池
田
亨
「
民
具
の
素
材
採
集
と
利
用
」（
日
本
民
具
学
会
『
木
と

民
具
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
〇
年
）

49　

池
田
亨
、
前
掲
論
文
48
、
九
一
頁
に
、
熊
の
胆
を
つ
け
る
ヌ
サ
サ

ン
や
墓
標
も
股
木
で
あ
る
と
指
摘
が
見
ら
れ
る
。

50　

大
林
太
良
、
パ
プ
ロ
ー
ト 

＝
ハ
ン
ス
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
リ
ュ
デ
ィ

ガ
ー
「
樺
太
オ
ロ
ッ
コ
の
熊
祭
」（
日
本
民
族
学
会
編
集
『
民
族

学
研
究
』
二
九
巻
三
号
）
一
九
六
四
年
一
月
）、
二
二
四
頁

51　

佐
藤
孝
雄
「
梟
送
り
の
考
古
学
」（
東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
『
東
北
学
』
四
巻
）、
二
〇
〇
一
年
四
月
、
一

一
六
頁

52　

桜
町
遺
跡
発
掘
調
査
団
編
集
『
北
陸
の
縄
文
遺
跡 

桜
町
遺
跡
調

査
概
報
』
学
生
社
、
二
〇
〇
一
年
、
二
三
頁

53　

中
山
太
郎
編
著
『
日
本
民
俗
學
辭
典
』
梧
桐
書
院
、
一
九
四
一
、

五
四
六
頁

54　

関
敬
吾
『
日
本
昔
話
大
成 

第
9
巻　

笑
話
二
』
角
川
書
店
、
一

九
七
九
年
、
二
六
四
頁
〜
二
六
六
頁

55　

稲
田
浩
二
、
小
澤
俊
夫
編
『
日
本
昔
話
通
観
』（
8 

栃
木
・
群

馬
）
一
九
八
六
年
、
三
〇
八
・
三
〇
九
頁


